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シ
ゲ
タ
薬
局

有
限
会
社
お
く
だ
薬
局

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九

医

療

名

称

日
良
居
病
院

い
け
だ
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

医

療

名

称

川
口
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

山
口
県
告
示
第
三
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

山
内
歯
科
医
院

岡
崎
薬
品
株
式
会
社
岡
崎
薬
局

山
口
県
告
示
第
三
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九

医

療

名

称

松
井
医
院

日
良
居
病
院

金
古
曽
町
三
番
一
号

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
大
野
北
二

関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

日

山
口

機

関

所

在

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
土
居

六
の
一

山
口
市
小
郡
下
郷
二
二
七
一
の

山
口

機

関

所

在

周
南
市
政
所
二
丁
目
二
番
二
号

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十

下
松
市
駅
南
一
丁
目
六
番
一
一

周
南
市
速
玉
町
五
番
一
三
号

年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十

関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

日 日

山
口

機

関

所

在

萩
市
大
字
下
田
万
一
三
三
八

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
土
居

六
の
一

一

九

一
二
、

県
知
事

村

岡

嗣

政

指

定

年

月

日

地
一
四
二

平
成
二
八
、

一
、

四

平
成
二
七
、

七
、

県
知
事

村

岡

嗣

政

休

止

年

月

日

地

平
成
二
八
、

一
、
三

九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

号

平
成
二
八
、

一
、

条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医

た
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

廃

止

年

月

日

地

平
成
二
八
、

一
、

一
四
二

平
成
二
七
、
一
二
、
三

一 一の 一三療 四一

告

示
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第
二

後
の
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見通白

第 号

山
漁

同
法

同
法

中
間
検
査
を
行
う
建
築
物

中
間
検
査
を
行
う
区
域

山
口
県
の
区
域
（
下
関
市
、
宇

。
）

中
間
検
査
を
行
う
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平

に
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
六

」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
建
築

と
す
る
。

口
県
告
示
第
三
十
五
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

号
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

工
程
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

区島
区
域

区
域

木
、
森
野
区
域

口
県
告
示
第
三
十
四
号

業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年

第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に

第
百
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

部
市
、
山
口
市
、
萩
市
、
防
府

成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確

物
に
つ
い
て
は
、
同
日
後
に
お

第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」
と

建
築
物
に
関
す
る
中
間
検
査
に

山
口
県
知

域

区

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁

漁
業

総
ト
ン
数
十
ト
ン
未
満
の
漁

四
度
四
十
五
分
の
線
以
北
の

業
の
う
ち
、
船
び
き
網
を
使

使
用
し
て
営
む
漁
業
以
外
の

主
と
し
て
ぼ
ら
囲
刺
網
を
使

法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
八

よ
る
届
出
を
審
査
し
た
結
果
、

同
意
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

山
口
県
知

市
及
び
周
南
市
の
区
域
を
除

で
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
ま

認
の
申
請
（
以
下
「
確
認
申

い
て
も
、
中
間
検
査
を
行
う
も

い
う
。
）
第
七
条
の
三
第
一
項

係
る
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程

事

村

岡

嗣

政
分

船
を
使
用
し
て
営
む
漁
業
以
外
の

船
に
よ
り
、
主
と
し
て
北
緯
三
十

日
本
海
の
海
域
に
お
い
て
営
む
漁

用
し
て
営
む
漁
業
及
び
は
え
縄
を

漁
業

用
し
て
営
む
漁
業

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

次
の
区
域
及
び
区
分
に
つ
い
て

事

村

岡

嗣

政

鉄
骨
造
の
建
築
物
に
あ

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

（
地
階
を
除
く
階
数
が
一

配
置
さ
れ
た
鉄
筋
を
コ
ン

か
ら

ま
で
に
規
定

階
数
が
一
で
あ
る
建
築
物

筋
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

（
地
階
を
除
く
階
数
が
一

鉄
筋
を
配
置
す
る
工
事

か
ら

ま
で
に
規
定

階
数
が
一
で
あ
る
建
築
物

る
工
事

五

特
定
工
程
後
の
工
程

木
造
の
建
築
物
に
あ
っ

主
要
構
造
部
が
鉄
骨
造

百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
千

関
す
る
安
全
上
必
要
な
技

六
十
七
号
）
に
規
定
す
る

四

特
定
工
程

木
造
の
建
築
物
に
あ
っ

建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
耐

鉄
骨
造
の
建
築
物
に
あ

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

た
建
築
物
（
法
第
七
条
の
三

八
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に

築
物
及
び
建
築
基
準
法
施
行

る
建
築
物
を
除
く
。
）
の
う

も
の
に
つ
い
て
、
中
間
検
査

分
譲
を
目
的
と
す
る
住

主
要
構
造
部
が
木
造
で

っ
て
は
、
特
定
工
程
に
係
る
部
分

又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

で
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
屋

ク
リ
ー
ト
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る

す
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
あ

に
あ
っ
て
は
、
屋
根
）
及
び
こ
れ

他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
覆
う
工

又
は
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造

で
あ
る
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
屋

す
る
建
築
物
以
外
の
建
築
物
に
あ

に
あ
っ
て
は
、
屋
根
）
及
び
こ
れ

て
は
、
壁
の
内
外
装
工
事

で
あ
っ
て
、
地
階
を
除
く
階
数
が

平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
建
築
物
（

術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件
（
平

テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
を
除
く
。
）

て
は
、
柱
、
は
り
及
び
小
屋
組
の

力
壁
及
び
小
屋
組
の
建
て
方
工
事

っ
て
は
、
一
階
部
分
の
鉄
骨
の
建

か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一

第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
工
程

よ
り
知
事
が
安
全
上
、
防
火
上
及

令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百

ち
、
一
の
建
築
物
の
新
築
に
係
る

を
行
う
。

宅あ
る
住
宅
（
地
階
を
除
く
階
数
が

を
覆
う
工
事

の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の

根
）
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り

も
の
で
覆
う
工
事

っ
て
は
、
二
階
の
床
（
地
階
を
除

を
支
持
す
る
は
り
に
配
置
さ
れ
た

事 の
建
築
物
に
あ
っ
て
は
、
二
階
の

根
）
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
は
り

っ
て
は
、
二
階
の
床
（
地
階
を
除

を
支
持
す
る
は
り
に
鉄
筋
を
配
置

三
以
下
で
、
か
つ
、
延
べ
面
積
が

テ
ン
ト
倉
庫
建
築
物
の
構
造
方
法

成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六

建
て
方
工
事
（
枠
組
壁
工
法
の
木

）て
方
工
事

日
ま
で
の
間
に
確
認
申
請
が
行
わ

を
そ
の
工
事
に
含
む
建
築
物
、
法

び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め
た

三
十
八
号
）
第
十
条
第
一
号
に
掲

部
分
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

三
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

二

床にく鉄 床にくす 三に百造 れ第建げる
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五六

山 口 県

二
株

三
名株

四

（定期）報

当
か
ら

課
に

一

第 号

（
六大

と
お

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

五
八
平
方
メ
ー
ト
ル

平
成
二
十
八
年
九
月
三
十
日

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積

二
、
五
四
一
平
方
メ
ー
ト
ル

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
二
八
台

駐
輪
場
の
収
容
台
数

四
〇
台

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名

称

住

式
会
社
し
ま
む
ら

さ
い

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

氏

名

又

は

名

称

住

式
会
社
し
ま
む
ら

さ
い

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る

該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定

同
年
六
月
二
十
日
ま
で
の
間
、
山

お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

防
府
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

所
在
地

防
府
市
寿
町
一
五
八

公

〇
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届

の
合
計

に
関
す
る
事
項

の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表

所

た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一

業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

所

た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一

日 め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は

口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び

。

山
口
県
知

在
地

モ
ー
ル

の
一

告

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条

出
が
あ
り
ま
し
た
。

者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

九
番
四
号

野
中

正
人

及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

代
表
者
の
氏
名

九
番
四
号

野
中

正
人

、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

防
府
市
産
業
振
興
部
商
工
振
興

事

村

岡

嗣

政

出第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

変

更

に

係

る

事

項

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ウ
エ
ス
タ
ま

所
在
地

宇
部
市
若
松

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
喜

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

（
六
一
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
は
、
平
成
二
十
八

部
商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
振

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九

午
前
九
時
四
十
五
分
か

駐
車
場
の
自
動
車
の
出

一
箇
所

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い

午
前
零
時
か
ら
午
後
十

八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
二
十

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設

七
五
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設

大
規
模
小
売
店
舗
に
お

氏

名

又

は

名

株
式
会
社
し
ま
む
ら

来
客
が
駐
車
場
を
利
用

変

更

前

及
び
所
在
地

る
き
小
松
原
通
り
店

町
七
番
一
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
六

地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

年
二
月
十
九
日
か
ら
同
年
六
月
二

興
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆

日

山
口

ら
午
後
八
時
十
五
分
ま
で

入
口
の
数

て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き

二
時
ま
で

九
日

の
容
量

の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時

称

開午

す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

三

変

更

後

所

代
表
者
の
氏

八
〇
の
七

木
谷

宏
治

る
届
出

六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

十
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

る
時
間
帯

刻
及
び
閉
店
時
刻

店
時
刻

閉
店
時
刻

前
一
〇
時

午
後
八
時

名 の働

公

告



平成 年 月 日 金曜日

四五

山 口

二
株

三

（定期）県 報

五一

第 号

四

平
成
二
十
八
年
二
月
十
八
日

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
住
所

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
代
表
者
の
氏
名

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

変
更
年
月
日

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
喜

山
陽

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

変

更

に

係

る

事

項

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
六
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ウ
エ
ス
タ
ま
る
き
小

所
在
地

宇
部
市
若
松
町
七
番

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業

を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称

届
出
年
月
日

株山〇木

代
表
者
の
氏
名

住小
野
田
市
大
字
西
高
泊
六
八
〇

変

更

前

マ
マ
ポ
ー
ト
ダ
イ
イ
チ
店

ウ

在
地

松
原
通
り
店

一
号

有
限
会
社
百
菜
屋

株
式
会
社
小
野
田
ミ
ー
ト

有
限
会
社
か
ね
政

あ
じ
す
牧
場
株
式
会
社

式
会
社
丸
喜

陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
六
八

の
七

谷

宏
治

所

代
表
者
の
氏
名

の
七

木
谷

宏
治

変

更

後

エ
ス
タ
ま
る
き
小
松
原
通
り
店

名

称

ウ
エ
ス
タ
ま

う
こ
と
が
で
き
る
時

間
帯

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
八

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

変
更
に
係
る
事
項

大
規
模

業
を
行

大
規
模
小
売
店
舗
に

お
い
て
小
売
業
を
行

う
者
の
開
店
時
刻

株
式
会

来
客
が
駐
車
場
を
利

用
す
る
こ
と
が
で
き

る
時
間
帯

駐
車
場
の
自
動
車
の

出
入
口
の
数

荷
さ
ば
き
施
設
に
お

い
て
荷
さ
ば
き
を
行

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

名

称

ウ
エ
ス
タ
ま

所
在
地

宇
部
市
若
松

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所

名

称

株
式
会
社
丸
喜

三

変
更
に
係
る
事
項
の
概
要

（
六
二
）
大
規
模
小
売
店
舗
立

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省

か
ら
同
年
六
月
二
十
日
ま
で
の

課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九

る
き
小
松
原
通
り
店

午
後
六
時

日及
び
所
在
地

小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売

う
者
の
氏
名
又
は
名
称

変

社
丸
喜

午
前
一
〇

一
一
時
三

六
箇
所

午
前
八
時

山
口

及
び
所
在
地

る
き
小
松
原
通
り
店

町
七
番
一
号

並
び
に
代
表
者
の
氏
名

住

山
陽
小
野
田
市
大
字
西
高
泊
六

地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第

す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の

令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書

間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課

し
ま
す
。

日

ま
で

時
ま
で

更

前

変

更

後

午
前
九
時
三
〇
分

時
か
ら
午
後

〇
分
ま
で

午
前
九
時
三
〇
分
か
ら

午
後
八
時
三
〇
分
ま
で

二
箇
所

三
〇
分
か
ら

午
前
六
時
か
ら
午
後
九

県
知
事

村

岡

嗣

政

所

代
表
者
の
氏

八
〇
の
七

木
谷

宏
治

る
届
出

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

類
は
、
平
成
二
十
八
年
二
月
十
九

及
び
宇
部
市
産
業
振
興
部
商
工
振

四

名 の日興



平成 年 月 日 金曜日 山 口 県

山
政

あ
っ

定期）報

四五

第 号

二
株

三
車口

県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

た
政
治
団
体
の
名
称
等
は
、
次
の

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
五
日

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
十
八
日

選
挙
管
理

所
在
地

宇
部
市
若
松
町
七
番

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に

名

称

式
会
社
丸
喜

山
陽

変
更
に
係
る
事
項

駐
車
場
の
位
置
、
荷
さ
ば
き
施
設

の
出
入
口
の
位
置

第
二
十
九
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条

と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

委
員
会

一
号

代
表
者
の
氏
名

住小
野
田
市
大
字
西
高
泊
六
八
〇

の
位
置
、
廃
棄
物
等
の
保
管
施

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

長

中

村

正

昭

所

代
表
者
の
氏
名

の
七

木
谷

宏
治

設
の
位
置
及
び
駐
車
場
の
自
動

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二

あ
っ
た
政
治
団
体
の
異
動
事
項

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

示
第
三
十
一
号

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会

示
第
三
十
号

五

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

委
員
長

中

村

正

昭

出 が

選
挙
管
理
委
員
会



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日 山 口

山
政

が
あ

（定期）県 報 第 号

が
あ十

八
年
二
月
十
九
日
印
刷

十
八
年
二
月
十
九
日
発
行

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年

っ
た
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

っ
た
解
散
等
に
係
る
政
治
団
体
の

平
成
二
十
八
年
二
月
十
九
日

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知

第
三
十
二
号

法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

名
称
等
は
、
次
の
と
お
り
で
あ

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

庁事
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

長

中

村

正

昭

る
。

長

中

村

正

昭

六


